
 

２．道路啓開時における路上車両移動技術について 

 

 
 

国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所 ○ 松岡 良介 

国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所  島崎 浩志 

国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所  長山 真一 
 
 
１．はじめに 

首都圏での大規模災害の発生時には、多くの人

的・物的被害や国全体の経済被害は甚大なものと

なると予想される。 

発災時には、被災地内の多くの道路において、

大渋滞や放置車両による通行阻害が懸念されるた

め、人命救助や支援物資輸送のための緊急通行車

両をいち早く通行させるために道路啓開を迅速か

つ効率的に行うことが必要不可欠である。 

迅速な道路啓開に向けた放置対策車両対策等の

強化を図るための措置として、平成２６年１１月

２１日に施行された災害対策基本法の一部を改正

する法律では、首都直下地震をはじめとする災害

発生時に道路管理者が放置車両・立ち往生車両の

移動・撤去を行うことが可能となった。 

関東地方整備局では、首都圏での大規模災害発

生時に全国各地からのアクセスが可能となるよう、

放射道路を活用し、都心に向けた八方向（八方位）

毎に優先啓開ルートを設定し、郊外から一斉に道

路啓開を実施する首都直下地震道路啓開計画を策

定した。 

本報告では、過年度に引き続き平成２８年度に

行った迅速な道路啓開に用いる試作機の設計・製

作・検証結果について紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 首都直下地震に備えた八方向からの道路啓開 

２．車両移動技術について 

2.1 車両移動機材の種類 

 既存の車両移動技術は、以下のようなものがあ

る。 

①レッカー車 
 乗用車から大型車までを対象とした特殊車両

で、けん引以外にもクレーン装置による吊り上

げや油圧装置での持ち上げ、ウインチの巻き上

げなど、車両を対象とした様々な機能がある。 
 
 
 
 
 

 

写真-1 レッカー車（大型・中型・小型） 
②フォークリフト 
 通常は荷役作業を行う機械であるが、乗用車

を横向きに持ち上げ、移動することが可能であ

る。 
 
 
 
 
写真-2 フォークリフトによる乗用車の持ち上げ作業 

③ホイールローダ 
 フォークアタッチメントを装着することで、

フォークリフトと同様に乗用車を横から持ち上

げて移動することができる。 
００ 
 
 
 
写真-3 ホイールローダによる乗用車の持ち上げ作業 

④車両移動用ジャッキ 
 乗用車のタイヤ４輪をキャスター車輪で持ち

上げ、数人の手押し作業で移動を行う装置であ

る。小型軽量でレバー操作のみのため、複数準

備しておくことで同時作業が可能となる。 
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写真-4 車両移動用ジャッキによる乗用車の移動作業 

⑤クレーン装置 
 ラフテレーンクレーンやクレーン付トラック、

クレーン機能付油圧ショベルなどの機械で車両

を吊り上げて移動することが可能である。 
 
 
 
 
 

写真-5 クレーン装置による乗用車の吊り上げ作業 

⑥けん引装置・けん引台車 
 被けん引車の前輪などを持ち上げて固定する

ことで、車両移動が可能となる。 
 
 
 
 
 

写真-6 けん引装置による乗用車のけん引作業 

2.2 車両移動用機器の開発対象 

 東京都内の直轄道路における常時観測データ

（平成２６年度）によると、通行量が最も多い車

種は、小型貨物車で４４％、次に乗用車４１％、

中型・大型貨物は１４％、バスが１％という比率

であった。貨物車やバスなどの大型車両に対応で

きるのは専用会社の大型レッカーのみである。乗

用車は、比較的移動が容易であり、被災状況を鑑

みて移動対象となる台数の多い小型貨物車と乗用

車から小型トラック（２～３t積み）を試作機の開

発対象とした。 

 

３．小型トラック用車両移動用機器の設計・試作 

3.1 経緯 

 平成２７年度に試作した小型トラック用車両移

動機器は、全体重量が９００ｋｇ以上、分割重量

で１００ｋｇを超える部品が複数あるという規模

で、組立・準備時間に約１時間を要するため、小

型・軽量化、作業時間の短縮を目的とした第２試

作機の設計・試作を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 
写真-7 平成２７年度の試作機 

3.2 設計の条件 

 開発対象の小型トラックは、運転席が広いワイ

ドキャブや後席があるダブルキャブなど運転室に

様々な規格があるうえ、荷台も寸法の大きいロン

グ・ワイドボディや平ボディ、アルミバン、保冷

車、ウイング車など様々である。 

しかし、車両の移動機器の開発において支配的

となるのは前後のタイヤ寸法（タイヤ形状、トレ

ッド、ホイールベース等）と設計荷重である。そ

こで、運転室や荷台の規格に関わらず国内のトラ

ックメーカー６社のベースシャシーの標準仕様か

ら設計条件を決定した。 

 

 

 

 

 

 
表-1 各メーカーの標準仕様調査結果 

3.3 設計 

 複数の案を比較検討し、優位であったジャッキ

付ドーリーを試作することとした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表-2 試作機案の比較 

↑けん引装置

↓後輪用ドーリー
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表-3 試作機案の比較（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-2 ジャッキドーリー案試作イメージ図 

3.4 試作機 

 製作した試作機を写真－８から写真－１０に示

す。試作したジャッキドーリーの特徴は、①分割

重量が最大約６０ｋｇであり、人力でトラックか

らの積み卸し、組立・分解が可能。②タイヤを直

接持ち上げるため、サスペンションストロークの

影響を受けず、また車体下部形状の影響を受けに

くい。という点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-8 ジャッキ付ドーリーの外観 

 

 

 

 

 
 

写真-9 けん引装置の外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-10 車両への取付状況 

 

４．現場適用性の検証 

 製作した試作機を用いて、現場適用性の検証を

行った。 

4.1 試作機の使用条件 

 試作機の仕様により以下のとおりである。 

 ・１基あたりの許容荷重：２，５００ｋｇ程度

まで 

 ・タイヤ寸法：外径φ６４２～８４０．５ｍｍ、

幅５００ｍｍ以内 

4.2 現場への移動方法 

 ジャッキ付ドーリーを現場に移動する方法は、
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本体の組立重量が１基あたり１８９ｋｇであるた

め、組立状態としてクレーン付トラックで運搬す

るか、分割状態でトラックの荷台に積載する方法

となる。実機検証の結果２ｔ積みトラックの荷台

に積載可能であることが分かった。それぞれの積

載状態を図－３に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 ジャッキ付ドーリー積載状態 

 
4.2 現場での作業条件 

 

①路面状態の制約条件 

 実機検証の結果、以下の条件で使用可能なこ

とが確認できた。 

 ・路面種別：アスファルト舗装及びコンクリー

ト舗装 

 ・段差や溝：１０～２０ｍｍ程度まで 

 ・路面勾配：２．０％程度まで 

 ・天候その他：雨天及び凍結は不可、夜間は照

明が必要 

 

②作業人員編成 

  検証の結果、作業員は、４名必要であること

が分かった。内訳は、特殊運転手（ホイールロ

ーダ）１名、普通作業員３名で、特殊運転手は、

必要に応じて運転以外の作業も兼ねて対応する

こととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-11 検証の様子 

4.3 作業に要する時間 

作業にかかる時間は、表－４のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-4 建設機械を利用した車両移動機器の必要時間 

 

4.4 検証結果 

検証の結果、試作した小型トラック用の試作機

で、実際に小型トラックを持ち上げ、移動するこ

とが可能であることが分かった。 

また、習熟度が上がっていれば、準備等にかか

る時間は今回の検証結果よりも短縮することが可

能と思われ、平成２７年度試作機では、約１時間

かかっていた準備時間が、今回目標としていた３

０分以内に収められると考えられる。 

 

５．まとめ 

 今回の検証の結果をもとに、不具合のあった部

分について修正を加えた製作仕様書及び製作図面

を作成し、業務の成果とした。 

 今年度の試作機は、試作の段階で業務終了とし

ているが、今年度の業務では、過年度に製作し、

各事務所に配備した車両移動用機器の運用手順の

とりまとめも行っている。災害は、起きないにこ

したことはないが、いざという時に備え、日頃か

ら訓練・準備等を行っていくことが重要であると

考える。 
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